
不動産建設白門会 第５回幹事会議事録 

 

日 時 平成 30 年 1 月 18 日（木）16 時～17 時 30 分 

場 所 中央大学駿河台記念館 

出 席 者 佐々木雅弘、竹内敬雄、佐々木雅人、山田康宏、増元和也、渡邉剛、須藤吉章、 

粉川幸司、糸屋龍、寺本健太、後藤直基、 

清田英之、七原祐之、千田潤、風岡淳一、 

安東正策、青山公彦、丸山瑞枝、成田緑、桑原弘司 

 （以上、幹事 20 名） 

委 任 状 中根敏則、権東一、上松雄也、大津新、菊池博之、小田桐雅也、齋藤純平、酒井めぐみ、

神岡孝幸、水島敏明、児玉尚人、木村智彦、魚本晶子 

欠 席 者 坂井和由、小林圭祐、宮地良平、中島康友、湊信明 

 

【議題】 

①新入会員  富澤英和（平成 2・理工） 田中雄三（昭和 61・法） 

       大隅隆史（平成 20・経済） 田原裕介（平成 15・法） 

       以上 4名の入会を承認した。 

 退会会員  成澤隆吉（不動産部廃止のため） 柴田陽介（有用性・実用性が低かったため） 

       池浦謙一（12 月 31 日付で退職するため） 秋田哲郎（仕事の都合で参加できない） 

       金井聡司（12 月 31 日付で退職するため。電話で退会の意思を確認する。） 

       以上 5名の退会を承認した。（金井さんは退会の意思がある場合に退会） 

 休会会員  石崎正規（家族の介護・看病のため） 横山寛（業務多忙のため） 

       以上 2名の休会を承認した。 

                                  会員総数 467 名 

②次期幹事候補、総会について 

・1年に 12 名の入れ替わりを想定しているため、次年度幹事候補者についての意見交換をした。 

・総会での事業報告と事業計画作成に必要となるため、次回幹事会（2 月 8 日（木））に各委員会は

予算案を提出すること。 

・総会は 4月 19 日（木）。スケジュールは下記のとおり。 

 16：00～17:30 総会、17：30～18：30 講演会（柔道部監督）、19：00～ 懇親会 

・再来年は不動産建設白門会の 25 周年。実行委員長は竹内さん。副委員長は須藤さんと渡辺さん。 

 

報告事項 

③各委員会・大学不動産連盟の報告 

（情報交換委員会） 

・「オール中央世話人副世話人幹事合同懇親会世話人会」兼「新入会員歓迎忘年会」が 12 月 20 日（水）

に開催され、新入会員は約 8割の 20 名ほどが参加。 

・地域会世話人・副世話人の制度について。各世話人・副世話人の名簿はできあがっている。告知は



情報交換会のお知らせメールの「14 地域情報交換会 世話人一覧」に加筆することにより行う。 

（親睦委員会） 

・「オール中央世話人副世話人幹事合同懇親会世話人会」兼「新入会員歓迎忘年会」では新入会員と

ベテラン会員で情報交換ができた。これまで各地域会の世話人が一同に会する機会はなかったので、

とても良い機会になった。 

（広報委員会） 

・会報誌作成は 終段階に入っている。 

（ホームページ委員会） 

・児玉さんがこまめに記事をＵＰしている。 

・委員会としては原稿をもらえればすぐにＵＰできる態勢にある。 

・管理者は増やせるが、マイナスな情報が心配。ある程度投稿者は制限した方がよい。 

（連盟） 

・連盟の賀詞交歓会が開催された。 

 

審議事項 

①規約変更について 

 ・委員会の名前の変更 

 （委員会）   

  第４条 

  ２．研修委員会→組織活性化委員会 

 ・会員の要件の変更 

  中央大学に在籍した事実があれば正会員とするための変更。規約変更により、要件は細則に追加 

  する形を取る。 

 （会員資格） 

  第６条 

  ②中央大学の学員等であって【入会時】不動産業、建設業又は関連する業に携わる者をもって正 

  会員とする。会員等の要件については幹事会細則において定めることとする。会員等の要件の幹 

  事会細則については初回は総会の承認をもってし、以降変更については幹事会の賛成をもって有 

  効とする。 

 

 正会員入会要件幹事会細則案 ２０１８．４．１９総会で承認予定 

１；中央大学学員（主に中央大学卒業者） 

２；中央大学既在籍者（中途退学者）【在籍証明書を本人が取得のうえ事務局に提出】 

３；上記のうち、本会に入会するための作為的な在籍者等を除く。 

４；事後において虚偽の事実が発覚した時は直ちに入会を無効とすることが出来る。その場合は支払 

 済の会費は返還しない。直ちに各不動産連盟加盟校、各地域会に通知するものとする。 

 

 ・「会から請求があったときは学員カードもしくは卒業証明書を提出することに同意する」などの 



  文言を入会申込書の 後に入れ、詐欺入会の抑止をする。 

 以上について、幹事一同承認した。 

②平成２９年度会費滞納者について 

・出席幹事１人あたり６人の会員を担当する。来週いっぱいくらいまでに電話連絡を取り、結果を事

務局に報告する。 

・休会希望者は幹事会の承認が必要。退会希望者は会費の納入済みの後退会手続きとなる。 

③事務局について 

・事務局と会計を分ける体制で調整。来年度は引き継ぎの年とする。 

 

 次回の幹事会は 2月 8日（木）開催。 

 

平成 30 年 2 月 5 日 

議事録作成者 成田 緑 

以 上 

 

 

 

 

 


